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（令和２年度教育行政施策の方針） 

１ 

本市教育の基本理念 

 

ふるさとの学びを原動力として高い志を持ち続け活躍できる人材の育成 

 

教育委員会では、「学びと誇りが実感できるまち」の実現に向け、各教育分野

の基本目標及びその実現に向けた基本方針と具体的な施策を明確にし、本市教

育の充実を図るため、平成 28 年度からの「庄原市教育振興基本計画」に基づ

き、教育行政施策を進めています。 

 

本計画では、あらゆる分野での力の源泉は「人」であり、「学びと誇りが実感

できるまち」を創る源も「人」であり、「人材育成」は、欠かすことのできない

最重要課題であることを踏まえて、本市教育の基本理念を「ふるさとの学びを

原動力として高い志を持ち続け活躍できる人材の育成」としています。 

 

ふるさと庄原での学びや体験を基盤とした力が、どこにいてもどのような状

況にあっても心の支えとなり原動力となるような教育を創造していく必要があ

ります。さらに、未来を切り拓く新たな価値を創り出し、課題解決や目標達成

に向けて果敢に挑戦する、乗り越えようとする姿勢を培うことが肝心です。 

 

とりわけ、次代を担う子供の育成に力を注ぎ、豊かな心を土台として、知力・

体力を向上させることはもちろんのこと、庄原で生まれ、学び、育つことに誇

りが持て、家族やふるさとを愛することができるよう「庄原で学んで良かった

と思える教育」を、学校・家庭・地域・関係機関・行政が一緒になって創って

いくことが重要です。 

 

こうしたことから、子供も大人もふるさとの学びや体験を通して、「主体的に

学び、グローバル社会をたくましく生き抜く人材」「庄原市の将来を担うととも

に国際舞台においても活躍できる人材」「社会に貢献し新しい時代を築いてい

く人材」の育成を目指し、活気と潤いのある「学びと誇りが実感できるまちづ

くり」を推進します。 

 



２ 
 

施策の基本目標及び基本方針 

 

 

 本市教育の基本理念「ふるさとの学びを原動力として高い志を持ち続け活躍できる人材の育

成」に基づき、「学校教育」「生涯学習・社会教育」「芸術・文化」「スポーツ」「家庭・地域の教

育力」の５つの分野ごとの基本目標を掲げ、その実現に向けて、施策の基本方針と主な取り組

みを示し、各施策を総合的に推進します。 

 

【基本目標】 

１ 学校教育の充実 

  基本目標「ふるさとを愛する心を持ち、主体的に学び続ける児童生徒の育成」 

   グローバル化、少子高齢化が進み、激しく変動する社会で活躍するために、必要な資質・

能力の育成を目指した主体的な学びの教育活動を推進するとともに、ふるさとに愛着や誇

りを持ち、健康で活力のある態度を養う教育の充実を図ります。   

 

２ 生涯学習・社会教育の充実 

基本目標「主体的に学び続ける人づくり」 

市民一人一人が、生涯を通じて主体的に学び、健康で生きがいのある人生を過ごし、そ 

れぞれの自己実現が図られるよう、また、その成果を社会参画に活かすことができるよう、

さらに、確かな絆をつくる地域社会の実現を目指します。 

 

３ 芸術・文化の推進 

基本目標「地域の芸術・文化活動の創造と歴史文化の保存・継承」 

優れた芸術や文化に触れる機会を設けるとともに、地域の芸術文化活動や文化資源の保 

存・継承や活用・充実を図り、地域文化の振興に取り組みます。また、特色ある博物館・

資料館の充実を図ります。 

 

４ スポーツの推進 

基本目標「生涯スポーツ社会の実現」 

   スポーツを通じて、健康や体力の保持増進、介護予防の推進を図るとともに、地域コミ

ュニティを活性化することにより、豊かなスポーツライフの実現を目指します。また、  

市民一人一人が、目的や志向に応じて様々なスポーツに取り組むことのできる「市民ひと

り１スポーツ」を推進します。 

 

５ 家庭・地域の教育力の向上 

基本目標「学校・家庭・地域の連携」 

   すべての教育の出発点である「家庭教育」の重要性を改めて問い直し、学校・家庭・地 

域が一緒になって子供を育てる取り組みを推進します。 

  



（令和２年度教育行政施策の方針）　

H27.11.8

施策の基本方針

① 主体的に学び考える教育の推進

② ことばの教育の推進

③ 読書活動の推進

④ 外国語教育（活動）の推進

① 道徳教育の充実

② 生徒指導の充実

③ 体験活動の充実

④ 芸術教育の充実

① 心身の健康保持増進

② 安全教育の推進

③ 食育の推進

④ 体力つくりの充実

① グローバル化に対応した教育の充実

② 情報化に対応した教育の充実

③ 社会的自立に向けた教育の推進

④ 特別支援教育の充実

⑤ 幼保小中連携の推進

⑥ 県立学校との連携の推進

① 授業力の向上

② 教職員の人材育成

③ 教職員の服務管理の徹底

① 学校運営支援組織の充実

② 就学支援制度の充実

③ 学校施設･設備の充実

④ 遠距離通学児童生徒への支援

⑤ 学校給食の充実

⑥ 学校の適正規模･配置の推進

① 各種講座等の充実

② 人権教育の推進

③ 放課後子供教室の充実

④ 地域課題等に対する学習活動の推進

① 自治振興区における生涯学習の推進

② 社会教育関係団体等の育成･支援

③ 生涯学習情報の収集及び発信

① 図書館機能の充実

② 子供の読書活動の推進

① 芸術･文化意識の高揚

② 文化団体等の育成･支援

③ 芸術･文化施設の活用促進

① 文化財の保護･管理の推進

② 文化財の活用推進

③ 文化財の継承･啓発

④ 埋蔵文化財への対応

① 博物館･資料館機能の充実

② 連携･啓発事業の展開

① 地域スポーツの推進

② スポーツ団体の育成･支援

③ 総合型地域スポーツクラブの展開

④ 競技力向上･ジュニアスポーツの推進

⑤ 障害者スポーツへの支援

① 社会体育施設の利用促進

② 学校体育施設の活用

③ 学校･家庭･地域のネットワークづくり

① 地域社会に貢献できる人材の育成

② 地域理解を深める教育活動の推進

③ 「しょうばら教育の日」の創設

① 家庭の教育力の向上

② 地域の教育力の向上

３ 芸術・文化の推進

(１) 芸術・文化活動の推進

(２) 文化財の保存･活用

(３) 博物館・資料館の活用

５ 家庭・地域の教育力の向上
(１) 教育風土の醸成

(２) 家庭・地域と一緒に取り組む教育活動

４ スポーツの推進

(１) スポーツ活動の推進

(２) スポーツ環境の充実

(３) 健康・体力の保持・増進

２ 生涯学習・社会教育の充実

(１) 学習機会の提供

(２) 学習活動の支援

(３) 読書環境の充実

(５) 教職員の資質向上

１ 学校教育の充実

(６) 学校教育環境の充実

(４) 今日的課題への対応

主な取り組み

(１) 確かな学力の定着・向上

(２) 豊かな人間性の育成

【施策の基本方針・主な取り組み】

施策の分野

 ３
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４ 

 

基本的な考え方 

１ 学校教育 

 

～ ふるさとを愛する心を持ち、主体的に学び続ける児童生徒の育成 ～ 

これからグローバル化や情報化、少子高齢化がますます進み、急激に変化する社会

の中にあって、どこにいてもどのような状況にあっても、「ふるさとで学んだことに

誇りを持ち、活躍ができる人材」「主体的に学び続け、協働しながら新しい価値を創造

できる人材」の育成が求められています。 

学校は、児童生徒に、知・徳・体のバランスのとれた｢生きる力｣を確実に身に付け、

社会的に自立する基礎を培います。そのために、めざす児童生徒像など、具体的な目

標を明確にするとともに、主体的な学び、系統的な教育活動、組織的な実践などを通

し、変化の激しい社会をたくましく生き抜くことのできる資質・能力を身に付けます。 

 

【これからの学校教育のめざす方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県が推進する「学びの変革」の充実に向け、教育委員会は、各教科等における

知識・技能の確実な定着を図るとともに、これからの社会で活躍するために必要な資

質・能力の育成をめざした主体的な学びの教育活動を着実に実践します。また、児童

生徒の自尊感情や規範意識などを高め、命を大切にし、他人を思いやる心を育て、ふ

るさとに愛着や誇りを持ち、健康で活力のある態度を養う教育の充実を図ります。さ

らに、児童生徒の実態を正面から受け止め、学校、家庭、地域のつながりを重視し、

三者が一緒になって児童生徒を育成する取り組みを計画的に実施し教育改革を加速

します。 

次の取り組みに力を入れます。 

〇 高い志を持ち、自ら深く考え、自らを律し、豊かに表現する児童生徒の育成 

〇 教育的愛情、使命感、専門性、人間性に溢れ、学び続ける教職員の育成 

〇 家庭・地域との連携を生かし、マネジメント力と人材育成力を有する学校経営 

〇 能動的な考えや活動、主体的な学びを基軸にした教育活動 

〇 学校経営目標の達成に向けて創意工夫・改善をしている教育活動の情報発信 

〇 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の推進 

 

 

教科等ごと固有の見方・考え方の明確化 

教科等を学ぶ意義・系統性を意識 

教科等横断的な視点で関連性に着目 

資質・能力の三つの柱 

目標：何ができるようになるか 

内容：何を学ぶか 

主体的・対話的で深い学び 

見方・考え方を働かせながら 

方法：どのように学ぶか 

知識・技能 

学びに向かう力・人間性等 

思考力・判断力・表現力等 
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５ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
①道徳教育の充実 
○「特別の教科 道徳」の 
充実に向けた指導の工夫 

 
②生徒指導の充実 
○自己指導能力の育成 

 
③体験活動の充実 
○自然・生活体験の充実 

 
④芸術教育の充実 
○芸術・文化活動の推進 

 

 
 
①主体的に学び考える教育の推進 
 ○主体的・対話的で深い学びに

係る授業改善の推進 
○読解力・表現力を培う教育活
動の推進 

 
②ことばの教育の推進 
 ○「ことばの力」の育成 
 
③読書活動の推進 
 ○自主的な読書活動の推進 
 
④外国語教育（活動）の推進 
○基礎の確実な習得とコミュニ 
ケーション能力の向上 

確かな学力の定着・向上 

家 庭 
地 域 

関係機関 

豊かな人間性の育成 

変化の激しい社会を生き抜く資質・能力の育成 

グローバル化・情報化・少子高齢化 

家庭・地域の教育力の向上 
（１）教育風土の醸成 

（２）家庭・地域と一緒に取り組む教育活動 

 

 
 
①心身の健康保持増進 
○基本的生活習慣の確立 

 
②安全教育の推進 
○危機管理意識の醸成 

 
③食育の推進 
○健全な食生活の実践 

 
④体力つくりの充実 
○体力・運動能力の向上 

健康・体力の保持・増進 

①グローバル化に対応した教育 
の充実 
○郷土愛と国際教育の推進 

 
②情報化に対応した教育の充実 
○情報活用能力の向上に係る 
 教育活動の推進 
○情報モラル教育の充実 

 

 

 
③社会的自立に向けた教育 
の推進 
○キャリア教育の充実 

④特別支援教育の充実 
○支援体制の確立 
○専門機関との連携 

 
⑤幼保小中連携の推進 
○系統性・連続性のある教育活動 

 
⑥県立学校との連携の推進 
○小中高連携の支援 

今日的課題への対応 

  
①授業力の向上 
○知識・技能の確実な定着 
○教科等の見方・考え方を働か 
せた「深い学び」の授業展開 
 

 
 
 

 
③教職員の服務管理の徹底 
○不祥事の根絶 

 ○働き方改革の推進 
②教職員の人材育成 
○専門性・人間性を磨く研修 
○経験年数に応じた研修 
 

教職員の資質向上 

 

 

①学校運営支援組織の充実   ③学校施設・設備の充実         ⑤学校給食の充実 

②就学支援制度の充実          ④遠距離通学児童生徒への支援    ⑥学校の適正規模・配置の推進 

学校教育環境の充実 
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６ 

２ 生涯学習 

 

～ 豊かな心を持ち主体的に学び続ける人づくり・地域づくり ～ 

 

私たちは、生涯を通じて健康で生きがいのある人生を過ごし、それぞれの自己実現を

図ることができる心豊かな生活を求めています。 

 

そのため、市民一人一人が、自己を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、生涯

にわたって、あらゆる時期に、あらゆる機会、あらゆる場所において学習することがで

き、さらに学んだ成果を生かすことのできる社会をつくる必要があります。 

これまで、市民による多様な文化・スポーツを基にした学習活動や各種団体等と連携

した生涯学習の推進により、活力のある温かいまちづくりが着実に進みつつあります。 

 

一方、人口減少や少子高齢化は加速度を増しており、地域社会のつながりや支え合い、

伝統文化の継承などに大きな影響を及ぼしています。 

さらには、核家族化や共働き家庭・ひとり親家庭の増加など家庭環境の多様化により、

子育ての悩みや不安を抱えたまま孤立してしまうなどの課題も増えています。 

 

生涯学習は、「個人を高める」活動であるとともに、学習の成果を地域に生かし、お互

いに学びあうことを通してコミュニティ形成を行い、地域力を高め活性化する活動です。

多くの人とのコミュニケーションを通して、思いやりや感謝の気持ちを育み、豊かな人

間性を培うとともに「学びと誇りのある」まちづくりを推進します。 

 

生涯にわたり主体的に学び、その成果を社会参加に反映できるように、また、人と人、

人と地域、地域と地域が確かな絆で結ばれた地域社会の実現ができるように努めます。 

各種計画に基づき、事業展開していきます。 

  

次の取り組みに力を入れます。 

 ○ 多様な学習資源や図書館・博物館等の施設を活用した学習機会の充実 

 ○ 地域における課題や社会の変化に対応するための学習活動の推進 

 ○ 学校・家庭・地域の連携による子供の健やかな成長を育む地域教育力の向上 

 ○ 主体的に学んだ成果を地域活動や社会参画に繋げる等、学びを通じた人材育成 

 ○ 人と人、さらに地域や学校、団体機関等、地域全体を繋ぐ連携・協力の推進 

 〇 各種計画の進捗状況確認・検証及び策定 

〇 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の連携 
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豊かな心を持ち主体的に学び続ける人づくり・地域づくり 

生涯を通じた学習の支援／社会的課題への対応・取り組み 

 

 
 

① 学習機会の提供 

○各種講座等の充実 

○人権教育の推進 

○放課後子供教室の充実 

○地域未来塾の開設・運営 

○家庭教育支事業の推進 

○地域課題等に対する学習

活動の推進 

② 学習活動の支援 

○自治振興区における生涯

学習の推進 

○社会教育関係団体等の 

育成･支援 

○生涯学習情報収集・発信 

③ 読書環境の充実 

○図書館機能の充実 

○子供の読書活動の推進と

ネットワークの構築 

 

生涯学習 

社会教育の充実 

 

 
 

① 芸術・文化活動の推進 

○芸術･文化意識の高揚 

○文化団体等の育成･支援 

○芸術･文化施設の活用促進 

〇庄原市民会館大規模改修に

向けた取り組みの推進 

② 文化財の保存・活用 

○文化財の保護･管理の推進 

○文化財の活用推進 

○文化財の継承･啓発 

○埋蔵文化財センターによる

埋蔵文化財保存活用の充実 

③ 博物館・資料館の活用 

○博物館･資料館機能の充実 

○連携･啓発事業の展開 

芸術・文化の 

推進 

 

 
 

① スポーツ活動の推進 

○地域スポーツの推進 

○スポーツ団体の育成･支援 

○総合型地域スポーツクラ

ブの展開 

○競技力向上･ジュニアスポ

ーツの推進 

○障害者スポーツへの支援 

○庄原市スポーツ大使の活

用 

② スポーツ環境の充実 

○社会体育施設の利用促進 

○学校体育施設の活用 

○学校･家庭･地域のネット

ワークづくり 

 

スポーツの推進 

家庭・地域の教育力の向上 

（１）教育風土の醸成 

（２）家庭・地域と一緒に取り組む教育活動 
家 庭 

地 域 

学 校 
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３ 家庭・地域の教育 

 

～ 学校・家庭・地域の連携 ～ 

  

家庭は、子供の健やかな育ちの基盤であり、すべての教育の出発点です。また、子供

の自制心や自立心、他人に対する思いやり、善悪の判断、社会的なマナー等の基礎を育

む上で重要な役割を担っています。 

近年、少子化、核家族化が進み、さらに各家庭の生活実態や地域住民同士の関わり方

の変化、価値観の多様化など、子供を育てる環境が大きく変容してきており、家庭の意

義や果たす役割をはじめ、家庭の教育力が問われてきています。 

かつての日本社会では、子供は家庭や地域の生活の中で、あるいは子供自身の社会集

団や遊びの中で、必要な規範や行動能力を身に付けていました。 

 

しかし、現代の子供を取り巻く家庭や地域の環境は、こうした一緒に育てるという雰

囲気や社会的な支えが失われ、不安や孤立感のある家庭や親がそれぞれの責任の中で育

てる状況になっています。言い換えれば、環境の大きな変化の中で、これまで育まれて

きた力が育たなくなってきている現状があります。 

 

そこで、親や家庭はもちろんのこと、子供の育ちを支える地域や学校、関係者が子供

としっかり向き合い、子供の心に寄り添いながら、一緒になって子供を育むという意識

を強く持ち、家庭教育の充実を図る取り組みを行っていく必要があります。学校・家庭・

地域が協働した取り組みを支援するとともに、引き続き、「読書」をキーワードとして、

地域やボランティア団体との連携により、家庭教育を支援する取り組みを進めます。 

 

次の取り組みに力を入れます。 

 ○ 学校教育・社会教育・教育行政の取り組みの積極的な情報発信 

 ○ 学校・家庭・地域が協力して活動する実践の推進 

 ○ ５つの心がけ（さくら習慣）の推進 

  ①挨拶をしよう②本を読もう③履物をそろえよう④時間を守ろう⑤背筋を伸ばそう 

 ○ 学校・家庭・地域が一緒になって子供を育成する風土づくり 

 ○ 学校・家庭・地域が連携した家庭教育の支援 

 ○ 地域社会全体で次代を担う健全な子供を育てる取り組みの推進 
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９ 

重点施策 

 学校教育  

（１）確かな学力の定着・向上 

① 主体的に学び考える教育の推進 

○ 個に即した指導の充実と学習習慣の確立 

・ 学習内容の確実な定着と自律的な家庭学習の充実 

・ 自律的な学習を促進する指導の充実 

○ 主体的・対話的で深い学びに係る授業改善の推進 

    ・ 教科等ごと固有の見方・考え方を明確にした授業改善の推進 

    ・ 教科等横断的な視点で関連性に着目した指導の充実 

・ 課題発見・解決学習の単元開発及び実践・改善の推進 

○ 読解力・表現力を培う教育活動の推進 

 ・ 判断の根拠や理由を明確にして自分の考えを表現する学習活動の充実 

 

② ことばの教育の推進 

○ 「ことばの力」の育成とコミュニケーション能力の向上 

・ 各教科等の授業における目的を明確にした言語活動の充実 

・ 日本文化の良さを実感できる「書く」活動の推進 

      相手意識を自覚した手紙など 

・ 身のまわりの生活や体験活動等を題材にした作文指導の充実                       

   

③ 読書活動の推進  

○ 自主的な読書活動の充実 

・ 学校司書と連携した学校図書館活用の推進 

・ ビブリオバトル、ブックトーク等を通じた読書活動の普及・啓発 

 

④ 外国語教育（活動）の推進 

○ 児童生徒の英語力向上に向けた指導の充実 

・  小中連携による授業研究の推進 

・  外国語に対する学習意欲を高める取り組みの充実 

・ 基礎の習得とコミュニケーション能力の向上 
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（２）豊かな人間性の育成 

① 道徳教育の充実 

○ 「特別の教科 道徳」の充実 

・ 自己実現力と粘り強くやりぬく力を高める学習活動の推進 

・ 「考え議論する道徳」の着実な実践 

・ 評価の在り方等に係る研修の計画的な実施 

○ 他者への思いやりや人間関係を築く力の育成 

・ 社会に貢献する責任感を育成する学習活動の推進 

・ 発達段階に応じた意見交流の場の設定等指導方法の工夫改善 

○ 郷土愛を育む道徳教育の充実 

・ 家庭・地域との連携を図り、郷土に誇りを持つ学習活動の充実 

 

② 生徒指導の充実 

○ 自己指導能力の育成 

・ 生徒指導規程に基づく中学校区の一貫した指導体制の推進 

・ スクールカウンセラー等の活用による教育相談体制の充実 

○ いじめ問題への取り組みに向けた組織体制の確立 

・ いじめの未然防止に向けた取り組みの推進 

・ 家庭や関係機関と連携した指導・支援の充実 

 

③ 体験活動の充実 

○ 豊かな人間性や社会性の育成に向けた自然・生活体験活動の充実 

    ・ 発達段階に応じた体験活動の推進と事前・事後指導の充実 

 

④ 芸術教育の充実 

○ 感性を高め、豊かな情操を養う芸術・文化活動の推進 

 ・ 表現、創作、鑑賞する教育活動の推進 

 ・ 我が国や郷土の伝統的な文化に関する指導の充実 

 

（３）健康・体力の保持・増進 

① 心身の健康保持増進 

○ 健康で活力のある生活習慣の確立 

・ 家庭と連携したアウトメディア及び携帯電話等に係る取り組みの充 

 実 

・ 喫煙・飲酒・薬物乱用防止及びう歯予防等の取り組みの充実 
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② 安全教育の充実 

   ○ 危機管理意識の醸成 

    ・ 危険を予測し回避する指導の充実 

 

③ 食育の推進 

   ○ 望ましい食習慣の確立 

    ・ 食に関心を持ち健全な食生活を実践する力の育成 

 

④ 体力つくりの充実  

   ○ 体力・運動能力の向上を図る組織的取り組みの充実 

    ・ 体育科の授業改善及び体育的活動の充実 

○ 個に即した継続的な体力つくりの充実 

・ 苦手種目の克服を視点とした取り組みの充実 

    ・ 運動に親しみながら体力を高める取り組みの奨励 

 

（４）今日的課題への対応 

① グローバル化に対応した教育の充実 

○ コミュニケーション能力の向上と自国及び他国文化の理解促進 

 ・ 英語力向上に向けた指導改善の支援 

 ・ 伝統・文化に触れる機会の充実 

 

② 情報化に対応した教育の充実 

○ 情報活用能力の向上と情報モラル教育の充実 

・ 情報活用能力やプログラミング的思考の育成に向けた、ICT 機器を活

用した指導の充実 

    ・ 情報モラル教育の充実と、情報社会に参画する態度の育成 

 

③ 社会的自立に向けた教育の推進 

○ 将来の生き方を主体的に考えるキャリア教育の充実 

・ 幼保小中高等学校の連携による系統的なキャリア教育の充実 

・ コミュニケーション能力や協働性等を高める取り組みの推進 

 

④ 特別支援教育の充実 

○ 個に即した組織的な指導・支援体制の充実 

・ 発達障害等を有する子供への指導体制の充実 

○ 就学前からの協働による教育相談の充実 

・ 社会参加に向けた早期からの一貫した支援の充実 
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⑤ 幼保小中連携の推進 

○ 学びの系統性・連続性がある教育活動の充実 

 ・ 幼児児童生徒の交流及び教職員の研修の充実 

 

⑥ 県立学校との連携の推進 

     ○ 市内県立学校の教育活動の支援 

    ・  学力や体力の向上、小中学校との連携を目的とした取り組み等の支援 

・ 小規模県立高等学校に対する教育振興補助事業の実施 

 

（５）教職員の資質向上 

① 授業力の向上 

○ 教職員の授業力を高める研修の充実 

・ 「深い学び」を創造する授業研究の推進 

・ 知識・技能の確実な定着を図る指導の徹底 

・ 教科等の見方・考え方を働かせる授業の充実 

    

② 教職員の人材育成 

○ 学び続ける教職員の育成 

・ 専門性を高め、人間性を磨く研修の充実 

・ 経験年数に応じた研修の実施 

・ ふるさと庄原のことを積極的に学ぶ教職員の育成 

 

③ 教職員の服務管理の徹底 

○ 教職員の不祥事防止に向けた自覚の醸成 

 ・ 行動計画の展開等、不祥事根絶のための取り組みの徹底 

   ○ 学校における働き方改革の推進 

・ 「学校における働き方改革取組方針」に基づく業務改善等に係る取り

組みの推進及びメンタル不調の未然防止 

 

（６）学校教育環境の充実 

① 学校運営支援組織の充実 

○ 学校組織マネジメントの充実 

・ 学校運営の改善を図る意見や学校評価の効果的な活用 

・ ＰＴＡとの連携体制の充実 

・ 学校運営協議会制度の効果的な活用 
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② 就学支援制度の充実 

○ 就学援助費支給制度による経済的支援の推進 

○ 私立幼稚園支援事業の実施 

・ 庄原幼稚園運営費補助金の交付 

・ 私立幼稚園の保育料・副食費の無償化を実施 

・ 私立幼稚園入園料補助事業の実施 

・ 私立幼稚園預かり保育利用料補助事業の実施 

○ 奨学金貸付制度の充実 

・ 奨学金貸付事業の実施 

○ 入学祝金の支給 

 

③ 学校施設・設備の充実 

○ 学校施設設備の適正管理 

 ・ 学校施設設備の維持管理 

 ・ 全域的教育環境等整備事業の実施 

 ・ 東城中学校クラブハウス等整備事業の実施 

   ○ 学校施設整備の推進 

    ・ 学校施設長寿命化対策の推進 

 

④ 遠距離通学児童生徒への支援 

○ スクールバスの運行等による通学手段の確保 

○ 通学費補助事業の実施による保護者負担の軽減 

○ 生活交通対策と連携した輸送手段の検討 

○ 東城中学校寄宿舎の運営 

 

⑤ 学校給食の充実 

○ 安全・安心で効率的な学校給食の提供 

    ・ 学校給食施設設備の維持管理 

・ 学校給食調理業務等の民間委託 

・ 衛生管理や異物混入対策の徹底 

・ 食物アレルギーへの対応 

    ○ 学校給食を活用した食育の推進 

 

⑥ 学校の適正規模・配置の推進  

○ 庄原市立学校適正規模・適正配置基本計画に基づく取り組みの推進 
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 生涯学習  

（１）生涯学習・社会教育の充実 

  ① 学習機会の提供 

○ 各種講座等の充実 

・ 県立広島大学市民公開講座の開催 

    ・ 生涯学習地域事業の実施 

・ 成人式の実施 

○ 人権教育の推進 

・ 地域における人権学習会や講演会の充実 

・ 人権教育推進委員活動の推進 

・ 人権作品の募集 

・ 啓発資料の提供・活用 

○ 放課後子供教室の充実 

 ・ 放課後子供教室の拡大と放課後児童クラブとの連携 

○ 地域課題等に対する学習活動の推進 

・ 地域力醸成事業の推進 

 

② 学習活動の支援 

○ 自治振興区における生涯学習の推進 

・ 生涯学習委託事業の充実 

・ 自治振興区職員研修会の実施及び各種研修会への参加の促進 

○ 社会教育関係団体等の育成・支援 

・ 地域女性団体連絡協議会、子ども会連合会等の活動支援 

○ 生涯学習情報の収集及び発信 

・ 広報紙や市ホームページ等の活用 

・   生涯学習事業実践事例集等学習情報の提供 

 

  ③ 読書環境の充実 

○ 図書館機能の充実 

・ 図書館資料の整備 

・ 図書館サービスのための人材育成及び運営体制の充実 

○ 子供の読書活動の推進とネットワークの構築 

 ・ 庄原市子供の読書活動推進計画（第三次計画）の推進 

・ 赤ちゃんが絵本に触れ合う活動 

・   読書活動ボランティアの育成・支援（ネットワーク化の推進） 

 



（令和２年度教育行政施策の方針） 

 

１５ 

 

（２）芸術・文化の推進 

① 芸術・文化活動の推進 

○ 芸術・文化意識の高揚 

・ 「庄原市美術展覧会」「県美展巡回展の開催」「文化講演会」の開催 

・ 市役所ロビーコンサートの実施・拡大 

・ けんみん文化祭ひろしま備北地区フェスティバル庄原大会の開催支援 

・ 本物の芸術・文化に触れる機会の提供 

○ 文化団体等の育成・支援 

・ 庄原市文化協会等の活動支援 

・ リーダーや指導者養成のための研修機会の設定 

   ○ 芸術・文化施設の活用促進 

    ・ 庄原市民会館等大規模改修実施設計 

・   庄原市民会館・東城文化ホール等の利用促進 

    ・ 庄原市田園文化センターの利用促進及び適切な管理運営  

・   庄原市田園文化センター30 周年事業の企画・実施 

 

② 文化財の保存・活用 

○ 文化財の保護・管理の推進 

・ 指定文化財の草刈等の環境整備 

・ 佐田峠・佐田谷墳墓群の国史跡指定事務 

○ 文化財の活用推進 

・ 比婆いざなみ街道物語の推進 

 沿線文化財群利活用事業の実施 

沿線文化財群案内標識及び説明看板の設置 

・ 文化財ガイド養成講座の実施 

○ 文化財の継承・啓発 

・ 無形民俗文化財保存団体への支援 

・ 比和「供養田植」現地公開支援 

・ 市史・町史誌の活用促進 

・ 文化財調査年報（文化財だより）の発行 

・ 文化財指定への取り組み 

○ 埋蔵文化財への対応 

・ 開発に伴う埋蔵文化財の協議・届出等への対応 

・ 埋蔵文化財発掘調査資料の整理・保存 

    ・ 庄原市埋蔵文化財センターの活用・充実 

・ 芝山たたら跡発発掘調査報告書作成 

・ 佐田谷３号墓出土土器レプリカ作製 
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１６ 

 

③ 博物館・資料館の活用 

○ 博物館・資料館機能の充実 

・ 庄原市博物館・資料館の新たな在り方基本計画（第二次）に基づく 

各種事業の推進 

・ 庄原市博物館・資料館の新たな在り方基本計画（第三次）策定事務 

・ 比和自然科学博物館・地学分館の管理・運営 

・ 帝釈峡博物展示施設時悠館（帝釈峡まほろばの里含む）の管理･運営 

・ 庄原市歴史民俗資料館（火野葦平と母マン資料室・西城・総領 収

蔵学習室含む）の管理・運営 

・ 倉田百三文学館の管理・運営 

・ 口和郷土資料館の管理･運営 

・ 博物館、資料館の連携 

・ 高野支所収蔵資料くん蒸（下高自治振興センター内） 

○ 連携・啓発事業の展開 

・ 収蔵資料の出前展示や資料貸出等の活用と整理 

・ 学校と連携した体験学習や出前授業の充実 

・ 地域や観光と連携した講座の推進と支援 

 

 

（３）スポーツの推進 

 ① スポーツ活動の推進 

○ 地域スポーツの推進 

・ 地域のスポーツイベントへの支援 

第 30 回庄原市スポーツフェスティバル 

第 70 回四県四郡市総合体育大会 

第 21 回ひろしまクロスカントリー大会 

第 57 回東城地区総合体育大会 

 第 15 回庄原市民健康つくりグラウンド・ゴルフ大会 

 第 69 回庄原市スター式駅伝大会 

第 25 回かさべるで杯親善ゲートボール大会 

東京オリンピック 2020 聖火リレー（庄原市） 

  その他、各種スポーツ団体主催の大会、イベント等の支援 

・ スポーツ推進委員活動の推進 

・ 市民スポーツ教室の推進 

・ ニュースポーツ、軽スポーツの普及 

   ○ スポーツ団体の育成・支援 

・ 庄原市体育協会の活動支援 

・ 庄原市スポーツ少年団の活動支援 
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１７ 

 

・ スポーツ指導者の育成支援 

   ○ 総合型地域スポーツクラブの展開 

・ 総合型地域スポーツクラブ「庄原さくらスポーツクラブ」「節分草ス

ポーツクラブ」支援 

・ 総合型地域スポーツクラブの体験会開催や設立に向けた支援 

   ○ 競技力向上・ジュニアスポーツの推進 

    ・ レベルアップスポーツ教室の充実（水泳・競泳・陸上競技・バレー 

ボール・スキー・バスケットボール・卓球） 

・ レベルアップ指導者講習会の実施（水泳・陸上） 

・ アスリート育成事業（陸上競技） 

・ 文化・スポーツ全国大会等出場者への支援 

    ・ 庄原市少年少女スポーツ振興会との連携による各種記録会等開催支援 

   ○ 障害者スポーツへの支援 

 ・ 各種施設、設備等の環境整備 

 ・ 指導者、ボランティアスタッフの育成及び活動支援 

○ 庄原市スポーツ大使の活用 

 ・ オリンピック金メダリスト「金藤理絵」氏よる、市内小学校での水泳

教室等の実施 

 

② スポーツ環境の充実 

○ 社会体育施設の利用促進  

・ 体育館、総合運動公園、屋内外体育施設等の管理・運営（指定管理・ 

直営管理）及び利用促進 

・ 社会体育施設維持整備方針に基づく各施設の計画的な維持修繕、改修 

・ 西城温水プール「水夢」の利用促進 

水夢フェスティバル水泳記録会 

各種教室の実施（ベビースイミング・幼児スイミングほか） 

トレーニング室、スタジオ等の利用推進 

○ 学校体育施設の活用 

・ 市内小中学校の体育施設開放事業 

・ 県立学校体育施設開放事業 

○ 学校・家庭・地域のネットワークづくり 

・ 庄原市スポーツ少年団、自治振興区及び社会教育関係団体相互の連携 

による子供たちのスポーツ参加促進への取り組み 

・ 総合型地域スポーツクラブ等による地域全体を巻き込んだスポーツ活 

動への取り組み支援 
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 家庭・地域の教育  

 

 

（１）教育風土の醸成 

① 地域社会に貢献できる人材の育成 

○ 地域や産業界等と連携した教育内容の充実 

 ・ 保護者や地域等の声を生かした教育活動の推進 

  

② 地域理解を深める教育活動の推進 

○ 学校や地域の教育活動等の公開の充実 

 ・ 「庄原市教育フォーラム」等の開催による積極的な情報発信 

・ 市ホームページ等の活用による市民の教育活動への参加促進 

 

③ 「しょうばら教育の日」の創設に向けた取り組み 

○ 市民全体で子供を育てる風土の醸成 

・ 学校・家庭・地域が一緒となった教育活動の推進 

・ 関係者との協議 

 

（２）家庭・地域と一緒に取り組む教育活動 

① 家庭の教育力の向上 

   ○ 子育てに関する学習機会や情報の提供 

・ 「親の力をまなびあう学習プログラム」を活用した参加型講座の開催 

    ・ 家庭教育に関する講座や講演会の実施 

  ・ ５つの心がけ（さくら習慣）の推進 

  

② 地域の教育力の向上 

   ○ 地域社会全体で次代を担う健全な子供を育てる取り組みの推進 

    ・ 地域の教育力等の地域課題に対応した学習活動の推進 

    ・ 学校・家庭・地域等の連携による世代間交流事業や放課後子供教室の 

実施 

    ・ 保護者や地域住民が学校支援・運営に参画できる仕組みの検討 

    ・ 地域住民による学習支援「地域未来塾」の開設 

        ・ 「読書」をキーワードとした家庭教育支援事業の推進 

      読書ボランティア、自治振興区、市内書店や学校司書等による 

      家庭教育支援チームの活動支援 
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１９ 

 

 

 

 確かな学力の定着・向上 
豊かな人間性の育成 

健康・体力の保持・増進 

今日的課題への対応 

教職員の資質向上 

４月 

  ・特別支援教育支援員及び学校司書

研修会 

・第１回初任者研修会 

５月 

・科学研究の進め方研修会 ・体力つくり研修会 ・教頭・事務長研修会 

６月 

・第１回「学びの変革」推進協議会 

・第１回外国語教育研修会 

・複式・少人数指導研修会 

・第１回道徳教育推進委員会研修会 

・第１回学校・警察連絡協議会 

・生徒指導主事等研修会 

 

・第２回初任者研修会 

・第１回特別支援教育研修会 

７月 

・学校図書館研修会 ・子供司書養成講座全体研修 ・学校司書研修会 

８月 

・第２回「学びの変革」推進協議会 

・研究主任研修会 

・情報教育研修会 

・イングリッシュキャンプ 

 ・第３回初任者研修会 

・幼保小連携・接続に係る研修会 

９月 

・第２回外国語教育研修会   

10 月 

 ・第２回道徳教育推進委員会研修会 

・人権教育研修会 

・庄原市教育フォーラム 

11 月 

 ・中学校合唱コンクール ・第２回特別支援教育研修会 

12 月 

 ・第２回学校・警察連絡協議会  

１月 

 

 

・第３回道徳教育推進委員会研修会 

 

 

２月 

・第３回外国語教育研修会 

・第３回「学びの変革」推進協議会 

  

３月 

   

 

学校教育に関する研修会等予定 
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２０ 

 

 

 

 

 
生涯学習・社会教育の充実 

家庭・地域の教育力の向上 
芸術・文化の推進 スポーツの推進 

４月 

・生涯学習地域事業（通年） 

・人権教育事業（通年） 

・放課後子供教室事業（通年） 

・地域未来塾事業（通年） 

・生涯学習委託事業（通年） 

・地域力醸成事業（通年） 

・生涯学習事業（通年） 

・「親の力をまなびあう学習プログ 

ラム」等を活用した参加型講座 

(通年) 

・庄原市民会館等整備実施設計 

・国営備北丘陵公園出前展示 

・「博物館・資料館の新たな在り方 

計画」に基づく事業の推進（通年） 

・「博物館・資料館の新たな在り方 

計画」（第三期）の作成（通年） 

・郷土学習支援事業（通年） 

・いざなみ街道物語事業（通年） 

・時悠館企画展 

・庄原アスリート育成事業(通年) 

・庄原市スポーツ推進員研修会 

５月 

・社会教育委員会議 

 

・文化財保護審議会 

・比和「供養田植」現地公開 

・庄原市スポーツ推進審議会 

・レベルアップ陸上競技指導者講習

会 

６月 

・県立広島大学市民公開講座（前期） 

・人権教育推進委員研修会 

・家庭教育支援チーム会議 

・図書館運営協議会 

・博物館資料館運営協議会 

・芸術文化振興審議会 

・レベルアップ水泳指導者講習会 

・レベルアップ水泳教室 

（指導者派遣事業） 

・レベルアップ陸上競技教室 

７月 

 ・比和自然科学博物館特別展   

 

・スポーツ大使活用事業 

・庄原市スポーツフェスティバル 

・レベルアップ競泳教室 

・レベルアップバスケットボール 

教室 

・かさべるで親善ゲートボール大会 

８月 

・庄原市成人式 

・人権作品募集 

・図書館まつり 

・吾妻山グリーンラリー 

・文化講演会 

・庄原市埋蔵文化財センター活用体

験教室 

・広島県美展巡回展 

・ひろしまクロスカントリー大会 

・四県四郡市総合体育大会 

・レベルアップバスケットボール

教室 

９月 
・自治振興区職員研修会   

10 月 

・県立広島大学市民公開講座（後期） 

・家庭教育支援チーム会議 

・文化財講演会 

（比婆いざなみ街道物語） 

・時悠館企画展 

 

・庄原市民健康つくりグラウンド･ 

ゴルフ大会 

・東城地区総合体育大会 

・レベルアップバレーボール教室 

・水夢フェスティバル水泳記録会 

11 月 

・社会教育委員会議 

 

・庄原市美術展覧会 

・芸術文化振興審議会 

・レベルアップ卓球教室 

・庄原市スポーツ推進審議会 

 

12 月 ・人権作品表彰式  ・庄原市スター式駅伝大会 

１月  ・文化財保護審議会 ・レベルアップスキー教室 

２月 
・図書館運営協議会 

・家庭教育支援チーム会議 

・博物館資料館運営協議会 

・文化財ガイド養成講座 

 

３月 
 

 

・けんみん文化祭備北地区フェス 

ティバル庄原大会 

 

 

生涯学習関係事業の予定 
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